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保育所等における職員による虐待の通報義務等について 

 

県民文化部こども・家庭課 

１ 趣旨 

「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 29 号。以下「改正法」という。）が

令和７年 10 月１日付けで施行され、保育所等における虐待の通報義務等の仕組みを設け、法律

上、通報があった場合の自治体の対応を明確化する規定が整備された。虐待等に関する事実確認

や指導等の措置を講じる場合は、都道府県児童福祉審議会での意見聴取・報告が必要となるため、

本県においては、長野県社会福祉審議会重大事故検証部会を意見聴取・報告機関として位置づけ

ることとし、本検証部会の調査審議事項に追加する。 

 

２ 改正法の概要 

 （１）改正内容 

   改正法においては、保育所等の職員による虐待について、以下の事項を規定している。 

・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務 

  ・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置 

  ・都道府県が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見 

  ・都道府県による虐待状況等の公表 

  ・国による調査研究 等  

 （２）対象施設・事業 

   保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事

業、児童館 等 

  

３ 調査審議事項に追加する事項 

  保育所等の職員による虐待事案の検証・報告に関する事項 

 

４ 長野県社会福祉審議会運営規程について 

  別紙のとおり 

 

５ その他 

 （１）重大事故検証部会の部会運営について 

    現在、重大事故検証部会については、定例的な審議案件がないことから、審議案件が発生

した時点で委員を選任（任期３年）することとしているため、現在は委員不在となっている。 

    今後については、部会での審議事案の発生状況を踏まえつつ、常設化も検討していく。 

 （２）重大事故検証部会の委員として想定している専門職種について 

     過去の重大事故検証部会における委員の専門職種を踏まえ検討するが、現時点では以

下の職種を想定している。 

    ・弁護士、小児科医、看護学科教授、こども学科教授、保育園長  

資料２ 
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【参照】 

児童福祉法（抜粋） 

第三十三条の十 この節において、被措置児童等虐待とは、児童自立生活援助事業、放課後児童健全

育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業等、

病児保育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業若しくは乳児

等通園支援事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児

童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは認可外保育

施設（第五十九条第一項に規定する施設のうち、第六条の三第九項から第十二項まで又は第三十九

条第一項に規定する業務を目的とするものをいう。次項第五号において同じ。）の長、その職員そ

の他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、一時保護施設を設けている児童相

談所の所長、当該一時保護施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託

を受けて児童の一時保護を行う業務に従事する者（以下「施設職員等」と総称する。）が、事業を

利用する児童、委託された児童、入所する児童又は一時保護が行われた児童（以下「被措置児童等」

という。）について行う次に掲げる行為をいう。 

一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせるこ

と。 

三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは

生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての

養育又は業務を著しく怠ること。 

四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理

的外傷を与える言動を行うこと。 

② この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設又は一時保護の区分に応

じ、当該各号に定める者をいう。 

一 児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、意見表明

等支援事業又は妊産婦等生活援助事業 これらの事業について届出を受け、又はこれらの事業を行

う都道府県の知事 

二・三 （略） 

四 乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施

設又は児童自立支援施設 これらの施設の設置について認可を行い、若しくは届出を受け、若しく

はこれらの施設を設置する都道府県の知事又は国の設置するこれらの施設が属する国の行政機関

の長 

五 認可外保育施設又は指定発達支援医療機関 これらの施設が所在する都道府県の知事 

六 （略） 

第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都

道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。 

 ②・③・④・⑤・⑥（略） 

 

第三十三条の十五 所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やか
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に、これらの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項

を審議会等に報告するものとする。 

 ②・③（略） 

第三十三条の十六 次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設

に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その

他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。 

一 国の行政機関の長（内閣総理大臣を除く。） 内閣総理大臣 

二 市町村長 都道府県知事 

② 内閣総理大臣及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁

である事業、里親、施設又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又

は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他内閣府令で定める事

項を公表するものとする。 



長野県社会福祉審議会運営規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法第７条第１項の規定に基づく長野県社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会の委員は、15人以内で組織する。 

（委員の任期） 

第３条 審議会の委員の任期は３年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（副委員長） 

第４条 審議会に委員の互選による副委員長１人を置く。 

２ 副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。 

３ 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 

（専門委員） 

第５条 社会福祉法第９条第１項の規定に基づく臨時委員について、審議会では専門委員と呼ぶものとする。 

（会議） 

第６条 審議会は委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

５ 専門委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前２項の規定の適用については委員とみな

す。 

（専門分科会） 

第７条 審議会に次の専門分科会を置く。 

名  称 調査審議事項 

民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項 

地域福祉計画専門分科会 市町村地域福祉計画及び長野県地域福祉支援計画に関する事項 

身体障がい者福祉専門分科会 身体障がい者の福祉に関する事項（施設の人員、設備及び運営に関する基準

に係る事項（以下「設置管理基準に関する事項」という。）を除く。） 

更生医療担当医療機関の指定又は指定の取消しに関する事項 

障がい者権利擁護専門分科会 障がいを理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供に関する相談対

応に関する事項 

障がい者の共生社会づくりに関する事項 

児童福祉専門分科会 児童・妊産婦、知的障がい者及び母子家庭の福祉並びに母子保健に関する事

項（施設の設置管理基準に関する事項を除く。） 

子育て支援専門分科会 長野県子ども・子育て支援事業支援計画に関する事項 

県における子ども・子育て支援施策に関する事項 

保護施設基準専門分科会 保護施設の設置管理基準に関する事項 

高齢者福祉施設基準専門分科会 高齢者福祉施設の設置管理基準に関する事項 

障がい福祉施設基準専門分科会 障がい福祉施設（障がい児施設を含む。）の設置管理基準に関する事項 

児童福祉施設等基準専門分科会 児童福祉施設（障がい児施設を除く。）及び婦人保護施設の設置管理基準に

関する事項 

社会福祉法人地域公益事業専門

分科会 

社会福祉法人が実施を予定又は実施している地域公益事業に関する事項 

福祉サービス第三者評価推進専

門分科会 

福祉サービス第三者評価事業に関する事項 

２ 審議会は、前項に掲げる調査審議事項のうち、次に規定する事項に関して諮問を受けたときは、専門分科会の決議を

もって審議会の決議とする。 

(1) 民生委員の適否の審査に関する事項 

(2) 更生医療担当医療機関の指定又は指定の取消しに関する事項 

(3) 障がいを理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供に関する相談対応に関する事項 

(4) 社会福祉法人が実施を予定又は実施している地域公益事業に関する事項 

 

第８条 専門分科会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。 

２ 専門分科会にその専門分科会に属する委員及び専門委員の互選による専門分科会長を置く。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。 



４ 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は専門委員が、その職務を行う。 

 

（部会） 

第９条 専門分科会に次の部会を置く。 

（身体障がい者福祉専門分科会） 

名  称 調査審議事項 

審査部会 身体障がい者の障がい程度の審査に関する事項 

身体障がい者手帳の交付申請に係る医師の指定又は指定の取消しに関する事項 

（児童福祉専門分科会） 

名  称 調査審議事項 

里親審査部会 里親の適否に関する事項 

図書審査部会 児童及び知的障がい者の福祉を図るための図書の推薦、勧告に関する事項 

映画審査部会 児童及び知的障がい者の福祉を図るための映画の推薦、勧告に関する事項 

処遇審査部会 児童又はその保護者の処遇に関する事項 

保育所審査部会 保育所の設置認可又は事業の停止に関する事項 

認可外保育施設の事業停止及び施設閉鎖に関する事項 

児童生徒性暴力等により保育士登録を取り消された者等の再登録に関する事項 

重大事故・児童虐待検証部会 認可外保育施設における重大事故の再発防止のための検証に関する事項 

保育所等の職員による虐待事案の検証・報告に関する事項 

２ 審議会は、前項に規定する調査審議事項に関して諮問を受けたときは、部会の決議をもって審議会の決議とする。  

第１０条 部会に属すべき委員及び専門委員は、各専門分科会に属する委員及び専門委員のうちから、委員長が指名する。 

２ 部会にその部会に属する委員及び専門委員の互選による部会長を置く。 

３ 部会長は、その部会の事務を掌理する。 

４ 部会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員又は専門委員が、その職務を行う。 

（会議） 

第１１条 専門分科会及び部会の招集、定足数及び表決については、第６条の規定を準用する。 

（報告） 

第１２条 専門分科会長は、専門分科会に付託された事項について審議を終了したときは、その結果を委員長に報告する

ものとする。 

２ 部会長は、部会に付託された事項について審議を終了したときは、その結果を専門分科会長を通じて委員長に報告す

るものとする。 

（幹事） 

第１３条 審議会に幹事及び書記若干名を置く。 

２ 幹事は、健康福祉部及び関係部局の課（室）長のうちから委員長が指名する。 

３ 幹事は、委員長、専門分科会長及び部会長の命を受けた事務を処理する。 

４ 書記は、上司の命を受け事務に従事する。 

 

附 則 

この規程は、平成８年６月１３日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１０年６月４日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１１年６月２１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１２年６月１９日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１３年６月１５日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１４年６月１７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１４年１１月２５日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２２年５月３１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成２３年１０月１３日から施行する。 



附 則 

この規程は、平成２４年８月２７日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年５月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２８年６月２２日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３１年２月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月２６日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和元年 10月７日から施行する。 

 附 則 

この規程は、令和７年３月 21日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和８年３月○日から施行する。 

 


